
                                                              

 

 

協議事項第２号     
令和３年第４回定例会 
３.４.６ 放課後対策課 
 

 

子どもスキップ一般利用について 

 

 

令和 2年 3月以降、感染症予防のため、子どもスキップ一般利用を休止しているとこ

ろである。一方、子どもスキップ一般利用者からの利用要望が一定数あることから、令

和 3年５月１０日（月）より、感染症対策を講じた上で一般利用を一部再開し、利用要

望に応える。 

 

 

対 象 者：「子どもスキップ」の利用届出をしている当該小学校児童 

 

利 用 日：令和 3年 5月 10日（月）～  

※ 週 2日程度、施設ごとに設定した日 

※ 日曜・祝日は除く 

 

利用時間：放課後～ 校庭開放終了時まで 

           

利 用 料：無料 

 

利用方法：感染症対策のため、利用カード（検温･体調チェック･利用時間･お迎えの有

無等を記入）を提出して利用する。 

 

利用場所：当該小学校へ体育館等の使用もお願いし、施設毎に工夫する。 

 

周知方法：各子どもスキップの月のお知らせ・ホームページにより周知。 

     感染者増加の動向により、子どもスキップ一般利用は中止する場合もある

旨、記載する。 

 


